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四

規
　
　
　
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
三
中
「
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
」
を
「
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
」
に
改
め
、

「
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
以
外
に
規
定
す
る
支
給
地
域
（
以
下
「
都
外
地

域
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
を
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
以
外
の
地
域
（
以
下

「
支
給
地
域
以
外
の
地
域
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
百
分
の
九
」
を
削
る
。

第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
都
外
地
域
」
を
「
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
支
給
割
合
が
百
分
の

二
十
以
外
の
地
域
」
に
、
「
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
」
を
「
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
で

あ
る
地
域
」
に
改
め
、
「
在
勤
し
て
い
た
場
合
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ

っ
て
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
の
前
日
に
区
部
・
多
摩
地
域
等

に
在
勤
し
て
い
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
勤
し
て
い
た
期
間
と
当
該
採
用
の
直
後
に
区
部
・
多
摩
地

域
等
に
在
勤
し
て
い
た
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
が
六
箇
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
の
前
日
に
区
部
・
多
摩
地
域
等
に

在
勤
し
て
い
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
当
該
採
用
の
日
に
在
勤
す
る
地
域
が
別
表
上
欄

に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
以
外
の
地
域
で
あ
る
場
合
、
当
該
採
用
を
異

動
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
前
に
お
け
る
勤
務
と
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
と
し
て
の
勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一　

別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
で
あ
っ
て
、
支
給

割
合
が
百
分
の
二
十
以
外
の
地
域
（
以
下
「
島
し
ょ
地
域
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
前
か
ら
引
き
続
き
島
し
ょ

地
域
に
勤
務
す
る
者

二　

別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
以
外
に
規
定
す
る
支
給
地
域
（
以
下
「
都

外
地
域
」
と
い
う
。
）
で
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
前
か
ら
引
き
続
き
都
外
地
域
に
勤
務
す
る
者

附
則
第
三
項
中
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
別
表
上
欄
に
掲

げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京
都
の
部
に
規
定
す
る
支
給
地
域
以
外
の
地
域
」
を
「
島
し
ょ
地
域
又
は
都

外
地
域
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
条
の
四
第
三
項
」
、
「
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
都
外

地
域
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
を
、
支
給
地
域
以
外
の
地
域
（
東
京
都
の
区
域
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

百
分
の
九
」
を
削
る
。
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別
表
中
「

奥
多
摩
町

」
を

「

奥
多
摩
町

大
島
町

利
島
村

新
島
村

神
津
島
村

三
宅
村

御
蔵
島
村

八
丈
町

青
ケ
島
村

小
笠
原
村

百
分
の
十
六

」
に
、
「
百
分
の

十
二
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

島
し
ょ
地
域
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
四
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
島
し
ょ
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
勤
務
す
る
職
員
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当

の
支
給
額
の
定
め
ら
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
の
支
給
額
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
額
（
同
条
に
規
定
す
る
合
計
額

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

期
間
の
区
分

割
合

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
四

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
八

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
十
二

３　

都
外
地
域
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
四
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
都
外
地
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り

地
域
手
当
の
支
給
額
の
定
め
ら
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
の
支
給
額
は
、
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
額
に
百
分
の
十
二
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４　

改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
三
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当
の
支
給
額
の
定

め
ら
れ
る
職
員
の
う
ち
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
の
地
域
手
当
の
支
給
額
は
、
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
、
第
二
条
の
三
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
並
び
に
附

則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
額
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

期
間
の
区
分

割
合

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
十
六

５　

島
し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
都
外
地
域
及
び
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
三
年
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
う
ち
東
京

都
の
部
以
外
に
規
定
す
る
支
給
地
域
（
以
下
「
学
校
職
員
の
都
外
地
域
」
と
い
う
。
）
か
ら
異
動
後

三
年
以
内
の
者
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
後
三
年
以
内
の
者
を
い

う
。
）
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
三
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域

手
当
の
支
給
額
の
定
め
ら
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
の
支
給
額
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
合
計

額
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

期
間
の
区
分

割
合
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令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
・
四

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
十
二

６　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
採
用
の
前
日
に
都
外
地
域
及
び
学
校
職
員
の
都
外
地
域
に
在
勤
し
て
い
た
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
が
当
該
採
用
の
日
に
在
勤
す
る
地
域
が
島
し
ょ
地
域
で
あ
る
場
合
、
当
該
採
用
を
異
動

と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７　

改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
降
に
地
方

公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

８　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
と
み
な
し
て
、
第
二
条
の
四
第
二
項
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

９　

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
（
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
の
採

用
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
法

附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
（
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
の
採
用
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
島
し
ょ
地

域
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

若
し
く
は
同
法
第
二
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
で
退
職
前
か
ら
引
き
続

き
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
も
の
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
後
定
年

退
職
日
相
当
日
（
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
相
当
日
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
退
職
し
た
者
で
退
職
前
か
ら
引
き
続
き
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
退

職
前
に
お
け
る
勤
務
と
暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
各
任
期
に
お
け
る

勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
、
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
前
か
ら

引
き
続
き
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
し
て
い
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
中
引
き
続
き
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
し
た
後
定
年
退
職

日
相
当
日
に
退
職
し
た
者
で
退
職
前
か
ら
引
き
続
き
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
前
に
島
し
ょ
地
域
に
勤
務
し
て
い
た
期
間
と
退

職
前
に
お
け
る
勤
務
と
暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
各
任
期
に
お
け
る

勤
務
と
が
引
き
続
く
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
暫
定
再
任
用
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
の
各
任
期
に
お
け
る
勤
務
が
引
き
続
く
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条

の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

10　

前
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
都
外
地
域
に
勤
務
す

る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
島
し
ょ
地
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
都

外
地
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

11　

改
正
後
の
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当
の
支
給
額
の
定
め
ら
れ
る
職
員
の
う
ち
島

し
ょ
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則

附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
額
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

期
間
の
区
分

割
合

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
十
六

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
号

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
中
「
三
十
四
円
」
を
「
四
十
一
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
貸
し
付
け
た
貸
付
期
間
が
一
月
未
満
の
一
時
貸
付
け
に
係

る
貸
付
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
並

び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十
八　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
二

条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
登
録
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
支
払
う
旅
費
に
相
当
す
る

経
費

第
八
十
一
条
第
七
項
第
二
号
中
「
支
給
表
に
各
人
の
領
収
印
を
押
さ
せ
た
上
、
」
を
「
会
計
管
理
者

が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
四
条
中
「
特
地
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
地
域
手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
」
に
、
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支

給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
」
を
「
当
該
各
号
に
定

め
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
十
九
号
）
第
二
条
に
定
め
る
額
の

地
域
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員　

前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支

給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当

の
月
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
て
得
た
額

二　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
三
又
は
第
二
条
の
四
に
定
め
る
額
の
地
域
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員　

前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
百
分
の
五
十
五
（
以
下
「
調
整
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

額
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
て
得
た
額

第
七
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
月
額
に
調
整
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
加
え
る
。

附　

則

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い

う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改

正
後
の
規
程
第
四
条
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
四
十
三
」
と
す
る
。
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